
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 西クリーンセンターごみ投入扉制御盤機器更新 

 契 約 業 者 名 三和鋼業株式会社 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

ごみ投入扉制御盤は、ごみピットへのごみ投棄口に設置された投入扉の開閉制御に必要不可欠

な設備である。本制御盤は、竣工から30年が経過し、盤内の制御機器等は老朽化が進んでいると

ともに、保守部品が製造中止となっているため、制御機器等に不具合が発生すると、投入扉が正

常に開閉せず、ごみの受入が出来なくなり、市民生活に重大な影響を与える。本業務は、安全か

つ安定的にごみ処理を継続するために、老朽化した制御機器等の更新を行うものである。 

上記業者は、西クリーンセンター建設時に投入扉のシステム全体の設計、製作及び据付を行っ

たメーカーであり、制御盤と投入扉本体とのシステム構成や制御を司るソフトウェア等の技術的

な情報は、他者では知り得ない。 

 以上のことから、本業務を履行できるのは上記業者のみであるため、上記業者と随意契約を行

うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 
環境局西クリーンセンター  （電話番号０７８－９７４－２００５） 

 

 

 


